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○山陽小野田市民病院院内保育所管理運営規程 

平成２７年１月５日 

病院事業管理規程第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、山陽小野田市内の医療機関に勤務する医師、看護師、薬

剤師、医療技術職員等（以下「病院職員」という。）の子育てを支援すると

ともに、福利厚生の充実を図り、もって職場環境の向上に資するため、児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５９条の２に規定する認可外保育施

設として、山陽小野田市民病院院内保育所（以下「院内保育所」という。）

を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（名称及び位置） 

第２条 院内保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 山陽小野田市民病院 院内保育所 

(2) 山陽小野田市大字東高泊１８６３番地１ 

（管理及び運営） 

第３条 院内保育所は、市長が設置し、病院事業管理者（以下「管理者」とい

う。）がその管理及び運営を行うものとする。 

２ 管理者は、院内保育所の管理及び運営を適切に実施できる事業者（以下「保

育事業者」という。）に委託することができる。 

（定員） 

第４条 院内保育所の入所定員は、２５人とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理者は、病院職員の保育需要を考慮し、認可

外保育施設監督基準（認可外保育施設に対する指導監督の実施について（平

成１３年３月２９日付け雇児発第１７７号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長通知）の別紙）を満たす範囲の人員を受け入れることができる。 

３ 保育事業者は、定員を超えて保育所を運営するときは、管理者の承認を得

なければならない。 

（保育対象者） 

第５条 院内保育所に入所できる乳児及び幼児（以下「乳幼児」という。）は、
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病院職員が養育する零歳児から小学校就学前までの乳幼児とする。ただし、

市民病院の運営上特に必要があると管理者が認める乳幼児については、この

限りでない。 

（入所申請） 

第６条 院内保育所に入所を希望する者は、院内保育所入所申込書（様式第１

号）ほか必要書類を管理者に提出しなければならない。 

（入所許可等） 

第７条 管理者は、前条の申込書の提出があったときは、速やかにその内容を

審査し、入所の可否を決定し、院内保育所入所決定通知書（様式第２号）に

より通知しなければならない。ただし、乳幼児が次のいずれかに該当すると

きは、これを許可しない。 

(1) 身体が虚弱で保育に耐えられないと認められるとき。 

(2) 感染症疾患を有するとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、管理者が保育を困難と認めるとき。 

（退所） 

第８条 院内保育所を退所するときは、院内保育所退所届（様式第３号）を提

出しなければならない。 

（保育日） 

第９条 保育を行う日は１月４日から１２月２８日までとする。ただし、日曜

日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。 

（保育時間） 

第１０条 保育時間は次のとおりとする。 

(1) 通常保育 午前７時００分から午後７時００分まで 

(2) 夜間保育 午後７時００分から翌日午前７時００分まで 

２ 夜間保育の実施日については、管理者が別に定める。 

（保育料） 

第１１条 保育料は別表第１のとおりとする。 

２ 同一世帯で３人以上同時に入所する場合、３人目以降の保育料は無料とす
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る。 

（一時預かり保育の実施） 

第１２条 保育施設の有効活用と病院職員の利便に供するため、一時預かり保

育を行うものとする。 

（一時預かり保育の申込み） 

第１３条 第７条の許可を受けた者で一時預かり保育を利用しようとする者は、

一時預かり保育申込書（様式第４号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 第７条の規定は、前項の決定について準用する。この場合において、「入

所の可否」とあるのは「利用の可否」と、「院内保育所入所決定通知書（様

式第２号）」とあるのは「一時預かり保育決定通知書（様式第５号）」と読

み替えるものとする。 

（一時預かり保育料） 

第１４条 一時預かり保育料は別表第２のとおりとする。 

（その他） 

第１５条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成２７年１月５日から施行する。 

附 則（平成２７年７月１日病管規程第９号） 

この規程は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月３０日病管規程第９号） 

この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月３０日病管規程第８号） 

この規程は、令和２年５月１日から施行する。 

別表第１（第１１条関係） 

区分 単位 金額 備考 

一般保育料 １月 ２３，１４０円 別途、給食費及びおやつ代 

備考 

１ 一般保育料は、乳幼児一人当たりの額とする。 

２ 乳幼児が月途中入退所した場合の保育料は日割り計算とし、児童福祉
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法による保育所運営費国庫負担金について（昭和５１年４月１６日付け

厚生省発児第５９号の２厚生労働事務次官通知）の規定を準用する。 

別表第２（第１４条関係） 

区分 単位 金額 備考 

一時預かり保育料 １回 ２，３１０円 別途、給食費及びおやつ代 

備考 

一時預かり保育料は、乳幼児１人当たりの額とする。 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第１３条関係） 

様式第５号（第１３条関係） 

 


